
令和４年９月２６日公示 

我孫子市告示第２１１号 

 

我孫子市入院施設医療機関総合緊急対策支援金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油

価格、電気料金、ガス料金等の物価の高騰の影響を受け、厳しい運営状況に

置かれている医療機関（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に

規定する病院及び診療所（歯科医師が歯科医業を行う診療所及び患者を入院

させるための施設を有しないものを除く。）をいう。以下同じ。）に対し医療

体制の維持及び業務の継続を支援するため、我孫子市入院施設医療機関総合

緊急対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて、必要

な事項を定めるものとする。  

（交付対象医療機関）  

第２条  この要綱に基づき支援金の交付を受けることができる医療機関（第４

条において「交付対象医療機関」という。）は、本市に所在する医療機関（第

４条及び第６条において「市内医療機関」という。）及びＪＡとりで総合医

療センターとする。  

（支援金の額）  

第３条  支援金の額は、次の表の左欄に掲げる医療機関の病床数の区分に応じ、

それぞれ当該右欄に掲げる額とする。  

病床数  支援金の額（１医療機関当たり）  

１００床以上  １，０００，０００円  

５０床以上１００床未満  ５００，０００円  

２０床以上５０床未満  ３００，０００円  

１床以上２０床未満  ２００，０００円  

２  本市と「第二次救急医療運営事業に関する協定書」を締結している医療機

関の支援金の額は、前項に掲げる額に２０万円を加算した額とする。  

（交付の申請）  

第４条  交付対象医療機関は、支援金の交付を受けようとするときは、令和４

年１１月２１日までに我孫子市入院施設医療機関総合緊急対策支援金交付

申請書（様式第１号。次条において「申請書」という。）を市長に提出しな



ければならない。  

２  支援金の交付の申請は、１医療機関につき１回に限る。  

３  第１項の規定にかかわらず、一般社団法人我孫子医師会（以下「我孫子医

師会」という。）に加入している市内医療機関に係る支援金は、我孫子医師

会が代理して申請することができる。  

（交付の決定）  

第５条  市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査

し、支援金の交付の可否を決定し、我孫子市入院施設医療機関総合緊急対策

支援金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により、当該申請をした者に

通知するものとする。  

（請求）  

第６条  前条の規定により交付の決定を受けた医療機関は、支援金の交付を受

けようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して３０日以内

に市長に請求しなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、我孫子医師会に加入している市内医療機関に係

る支援金は、我孫子医師会が代理して請求することができる。  

（交付の決定の取消し及び返還）  

第７条  市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けた者

がある場合は、当該交付決定を取り消すとともに、既に支援金を交付してい

るときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

（補則）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  

（失効）  

２  この告示は、令和４年１２月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

までに第５条の規定により交付の決定を受けた者に係る第７条に規定する

交付の決定の取消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。 


